
那覇植物防疫事務所交渉（沖縄非現業国家公務員労働組合那覇植防分会） 

 

議 事 要 旨 

 

１ 開催日時：令和８年１月１５日（木）１２時３０分から１２時５０分 

 

２ 場  所：那覇植物防疫事務所図書標本室 

 

３ 出席者： 

              那覇植物防疫事務所   青木 勇治    所長 

                  同                  佐藤 栄策    庶務課長 

                  同                  河野 浩三    庶務課長補佐 

 

              那覇植防分会            渡瀨 拓実  副委員長 

同                  要元 伸夫  書記長 

         同         川元 恵子  執行委員 

         同         髙江洲 義伸 執行委員 

         同         中別府 里緒 執行委員 

         同         菊川 華織  執行委員 

              

４ 議題：沖縄非現業国家公務員労働組合那覇植防分会提出 別添「要求書」 

那覇植物防疫事務所交渉（沖縄非現業国家公務員労働組合那覇植防分会） 

 

５ 議事概要 

（佐藤庶務課長） 

  ただいまから、沖縄非現業国家公務員労働組合那覇植防分会からの要求に基づく交渉を

開始する。 

  なお、本日の交渉に先立ち、国家公務員法第１０８条の５の規定に基づく予備交渉の段

階で取り決めた事項を報告する。 

 那覇植防分会から提出された要求事項のうち交渉事項とする事項は、 

 「四 人事評価について」の「１及び２」 

 「五 職場環境及び業務の改善等について」の「１の超過勤務を縮減するため、実効性 
のある対策を実施すること、２及び６」 

「六 職員の外国出張及び研修について」の「２及び３の研修等への参加については、

本人の意思を尊重し、業務応援などの支援により参加できる環境を整えること。」 

「八 宿舎関係について」の「１」 

 「九 労働安全対策及び健康対策について」の「１、２のメンタルヘルス対策を行うこ 
と、３の台風、地震、津波等災害時の特別休暇の取得については、職員の安全保持を最優

先として柔軟に対応すること及び４」 

「十一 労使関係について」 



とし、その他の事項は、管理運営事項等に該当することから要望事項として整理している

ので、これを前提として交渉を行う。 

 （青木所長） 

  それでは、予備交渉において交渉対象とした事項について回答する。 

四の１及び２について、評価者については、制度の知識習得等により適切な評価の実

施を図るため、内閣人事局及び人事院地方事務局等が主催する評価者研修や農林水産省

主催の管理者研修に参加させるなど、評価者ごとに対応が異なることがないよう指導を

徹底している。 

また、人事評価制度の見直し等があった場合は、職員掲示板などにより周知してきた

ところであり、今後も適切に対応してまいりたい。 

目標設定については、期首面談において評価者と被評価者が認識を共有して目標を確

定することとしており、引き続き指導してまいりたい。 

五の１について、超過勤務については、勤務管理者に対して事前命令を徹底するよう

指導しており、今後もその方針に変わりはない。 

超過勤務縮減については、毎週水、金曜日を定時退庁日、毎月第２、第４金曜日を完

全定時退庁日として設定し、庶務課長等による声掛け等により定時退庁を呼びかけてい

る。 

今後とも、事前の超過勤務命令を徹底するとともに、定期的に超過勤務縮減の取組を

検証し、より実効性のある超過勤務縮減対策の実施に努めてまいりたい。 

五の２の年休の取得については、年次休暇を計画的に取得することは重要であると考

えており、所内会議や職員回覧板などにおいて、休暇計画表の活用やゴールデンウィー

クや夏季休暇の取得の際に年次休暇と組み合わせ、長期連続休暇となるよう努めること

を促すなど、職員が休暇を取得しやすい環境づくりをしているところであり、引き続き

徹底してまいりたい。 

五の６について、障害者の職場への受入れ対策としては、ハローワーク那覇の助言や、

合理的配慮指針を参考にしながら職場環境の整備に努めているところ。実際の雇用に当

たっては、障害者が重要な戦力として職場で活躍できるよう、障害の状況に応じた環境

整備に努めてまいりたい。 

六の２について、一ヶ月以上の外国出張命令については各職員の状況を考慮して対応

してまいりたい。 

六の３について、研修等への参加については、業務の実施状況等を踏まえ、業務に支 

障が生じないよう対応してまいりたい。 

八の１について、宿舎への入居を希望する職員については、引き続き、必要な宿舎の

確保に努めてまいりたい。 

九の１について、職員の健康･安全管理については、日頃より十分注意を払っていると

ころであり、那覇植物防疫事務所健康安全協議会は、最低年１回は開催し、職員の健康・

安全に関する事項を協議している。また、必要に応じて適宜開催するので、懸案事項等

がある場合は、委員を通じて開催要求していただき、当該協議会において十分協議を行

い、職員の健康・安全を最優先した安全対策の策定を行ってまいりたい。 

九の２のメンタルヘルスの対応については、職員の健康・安全管理を含めて日頃から



十分注意をはらっているところであり、健康で安全な明るい職場にしていきたいと考え

ている。また、職員の状況に応じて、人事院が設置する「こころの健康相談室」や当省

の「精神科医支援プログラム」を活用するなど、引き続き職員の健康管理に努めてまい

りたい。 

九の３について職員の通勤・退勤における災害等に関し、特別休暇が認められる場合

として①災害、交通機関の事故等により出勤が困難な場合②退勤途上の危険を回避する

場合がある。 

職員の安全確保は最も重要な事柄ですので、今後も、台風接近時などは台風の状況、

交通機関の運行状況などを適切に勘案し、特別休暇の判断を行ってまいりたい。 

九の４について新型コロナウイルス感染症等の基本的な感染対策は、個人の主体的な

選択を尊重し、個人の判断に委ねることが基本となるが、今後も感染状況等の推移を注

視しながら、必要に応じ対策を強化するなど、職員の健康確保に努めてまいりたい。 

十一について、労使関係については、これまでどおり健全かつ良好という点を維持し

つつ、今後とも適切に対応してまいりたい。 

 
（渡瀨副委員長） 

 回答ありがとうございました。 
引き続き要求解決に向けご尽力いただきたい。 

（青木所長） 

 引き続き要求解決に向け適切に対応してまいりたい。 

（佐藤庶務課長） 

 以上を持って沖縄非現業国家公務員労働組合那覇植防分会からの要求に基づく交渉を

終了する。  

                                    以上 










